








富山商工会議所特定退職金共済制度 

 

退職給付金（一時金）の早見表 

                    （単位：円、R3.9.1 現在） 

   口数 

期間 
1口 5口 10口 20口 30口 

1年 11,190 55,950 111,900 223,800 335,700 

2年 22,450 112,250 224,500 449,000 673,500 

3年 33,790 168,950 337,900 675,800 1,013,700 

4年 45,180 225,900 451,800 903,600 1,355,400 

5年 56,650 283,250 566,500 1,133,000 1,699,500 

6年 68,190 340,950 681,900 1,363,800 2,045,700 

7年 79,790 398,950 797,900 1,595,800 2,393,700 

8年 91,470 457,350 914,700 1,829,400 2,744,100 

9年 103,210 516,050 1,032,100 2,064,200 3,096,300 

10年 115,030 575,150 1,150,300 2,300,600 3,450,900 

15年 175,180 875,900 1,751,800 3,503,600 5,255,400 

20年 237,160 1,185,800 2,371,600 4,743,200 7,114,800 

24年 288,090 1,440,450 2,880,900 5,761,800 8,642,700 

25年 301,010 1,505,050 3,010,100 6,020,200 9,030,300 

30年 366,810 1,834,050 3,668,100 7,336,200 11,004,300 

（注）１．退職給付金は、当所の特定退職金共済制度規程に基づくもので、経済変動等により将来改訂され

ることがあります。  

２．加入期間により、元本割れすることがあります。  

 

 

過去勤務期間通算の手続 

①特退金過去勤務期間通算制度申込書（所定）の提出 

②過去勤務通算機関の決定 

 入社日から制度加入日の前日までの期間を「過去勤務通算期間」として従業員ごとに設定

してください。10年間を限度とし、1年未満は切り捨てます。 

③過去勤務通算口数の決定 

 過去勤務通算口数は 30口を限度とし、基本掛金口数もしくはそれ以下の口数で設定してく

ださい。 

④過去勤務掛金とその払込期間 

 過去勤務掛金は通算期間、通算口数および払込期間により、個人ごとに計算されます。 

 詳細については、商工会議所にお問い合わせください。 

 

●過去勤務掛金／月額 1口                    （単位：円、R3.9.1 現在） 

過去勤務通算期間 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 

払 込 期 間 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 

過 去 勤 務 掛 金 1,010 1,020 1,020 1,030 1,030 1,240 1,460 1,670 1,880 2,100 

 

 

 

別  紙 



富山商工会議所特定退職金共済制度 

 

富山市の補助制度の概要 

  

富山市では、中小企業で働く従業員の福祉の向上と雇用の安定を図るため、この制度に新

規に加入した事業主に対し、掛金の一部補助を行っています（詳細は、富山市商工労働部商

業労政課／☎443-2073までお問い合わせください）。   

  

１．対 象 者  富山市内に事業所を有する中小企業者で、この制度に新規に加入した事業

主です（中小企業退職金共済に加入している場合などは新規加入とみなさ

ませんのでご注意ください）。 

２．補助期間  この制度に加入した月から 1年間です（交付は 1回限り）。 

３．補助金額  従業員の掛金を 1年間支払った場合、その掛金（年額）の 20％が補助され

ます。但し、補助限度額は従業員 1人あたり 12,000円です。 

                        （単位：円、R3.4.1 現在) 

掛金月額（口数） 掛金年額 補助金額 

1,000（1 口） 12,000 2,400 

2,000（2 口） 24,000 4,800 

3,000（3 口） 36,000 7,200 

4,000（4 口） 48,000 9,600 

5,000（5 口） 60,000 

12,000 ～ ～ 

30,000（30 口） 360,000 

 

 

共済制度加入証明書を発行しています[無料] 

発行ご希望の際は、下記要領にて申請書をご提出下さい。 

１．申請書の記入、押印  

○申請書は富山商工会議所のホームページでダウンロードできます。 

http://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/kyosai/kanyuusyoumei.html 

○申請書は 3種類あります。 

 様式 1…通常の場合 

様式 2…遡った特定の日付での証明が必要な場合 

様式 3…[新規加入事業所向け]  

加入申込書を提出済みで効力発生日前に必要な場合 

 

２．富山商工会議所へ提出 

 ○お急ぎの場合は、当所窓口へお持ちください。※ＦＡＸ申請は不可 

○郵送の場合は、必要分の切手を貼り付けた返信用封筒を同封ください。 

 ≪郵送先≫〒930-0083 富山市総曲輪 2-1-3 富山商工会議所 共済制度推進本部 宛 

      ※当所に届いてから 2～3日ほどで返送します。 

郵送されて 1週間経過しても返送がない場合はご連絡ください（☎423-1112)。 

 

R3.9 


